
陳情番号     件                   名     

第 14 号 

学校通学路における防犯カメラの設置について 受理年月日 

27.9.28 

 

 陳情の趣旨  

 読売新聞の朝刊には月に一回「じもとの事件簿」という資料が広告とともに折り

込まれ、各家庭に配布されています。 

 その内容は驚くばかりで、公然わいせつや車上ねらいその他刑法犯が多発してい

ることです。 

 これらの犯罪は同一犯人が数回にわたる犯行を重ねることも多いようで、早期摘

発が最大の防犯となります。 

 公然わいせつや色情ねらいについては被害者の心的な部分でのダメージも大き

く発生そのものを断じて防がなければなりません。 

 私は防犯強化、犯罪検挙率アップの為に小・中学校の通学路を中心にした防犯カ

メラの設置を求めることを陳情いたします。 

 

 この設置による効果は犯罪発生の抑止による犯罪発生率の低下、発生犯罪の早期

検挙による犯罪検挙率アップが十分に見込まれることです。 

 首都圏の市町村の中で犯罪発生率が一番低くなることにより、「東京近郊のベッ

ドタウンでは犯罪発生率が一番少ない、安心・安全の街」というブランドを確立さ

せることができます。 

 これはシティセールスの目玉にもなります。 

 

 もちろん設置には地元自治会・学校関係者・警察・行政が一体となって、憎むべ

き犯罪防止の為に、効果的なカメラの位置決めと画像情報の厳重な管理がなされな

ければなりません。 

 

 ちなみに大阪府箕面市では当該市の 14の小学校学区に、全ての市立小中学校の

通学路に750台（全14小学校、1校区50台規模）の防犯カメラを設置しました。 

 

 現在の相模原市は相模総合補給廠内の爆発火災によって市名が大きく報じられ、

基地の街（イコール危険な街）と言うブランドが築きあげられてしまうかもしれま

せん。 

 早急な検討と設置実施をお願いいたします。 

 



陳情番号     件                   名     

第 19 号 

地方自治の堅持・尊重について 受理年月日 

27.11.17 

 

 陳情の趣旨  

【陳情趣旨】 

 政府は①日本国憲法が保障する地方自治の本旨に基づき、住民自治と団体自治を

柱とする地方自治を堅持・尊重すること、②沖縄県民の民意を尊重し、辺野古への

新基地建設計画を白紙に戻すことを求めます。国会及び政府関係機関に対して、こ

の趣旨に沿う意見書を提出していただきたく陳情します。 

【陳情理由】 

 名護市民及び沖縄県民は、昨年実施された市長選挙と議員選挙及び県知事選挙と

衆議院選挙で、辺野古への新基地建設に反対する主権者としての民意を明らかにし

ました。翁長雄志・沖縄県知事は名護市辺野古への新基地建設に伴う埋め立て承認

を取り消しました。しかし、政府は強硬に新基地建設を進めようとしています。 

 このような、地方自治体を国の都合で一方的に従わせるようなやり方は、地方自

治の理念を損なうものです。地方の同意なしには、国の発展も国民の幸福もありま

せん。 

 国家の政策と自治体住民の意思との間に溝が生じたときこそ、政府は地方自治の

原則に立ち、自治体を代表する首長との真摯な話し合いを通じて、住民意思と国家

政策との間の溝を埋めることに努めていただきたいと思います。 

 辺野古の問題は、地方自治を進めようとする自治体にとって、ゆるがせにできな

い重要な問題です。 

 この見地から、国が次の事項を実現するよう意見書を国会及び政府に提出してく

ださい。 

１ 日本国憲法が保障する地方自治の本旨に基づき、住民自治と団体自治を柱とす

る地方自治を堅持・尊重されること。 

２ 沖縄県民の民意を尊重し、辺野古への新基地建設計画を自紙に戻すこと。 

 

 
 


